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高 知 大学医学部
附属病院支援基金

高知大学医学部附属病院

ご寄附のお願い
寄附金の振込み方法

　高知大学医学部附属病院支援基金にご援助いただいた寄附金につきましては、税法上の寄
附金控除の対象となります。寄附金が 2,000 円を超える場合には、その超えた金額は当該
年度の所得から控除され、課税対象となりません。ただし、寄附金の額が総所得金額等の
40％を上回る場合は、40％が限度となります。この減免措置を受けるためには、確定申告
が必要になります。（後日大学から、確定申告に必要な「寄附金領収書」をお送りします。
そのためにお振込みの際には、必ず「払込取扱票」に住所、氏名のご記入をお願いします。）
　なお、法人の場合は、全額損金算入が可能となります。

国立大学法人　高知大学
医学部・病院事務部
総務企画課総務係
☎088-880-2221

別添「払込取扱票」により郵便局へ振込みをお願いします。（手数料は無料です。）
ご協力をお願いする金額

●個人の場合… 1口  1,000 円　　　●法人の場合… 1口  5,000 円
（本基金の趣旨をご理解いただき、何卒複数口のご協力をお願いいたします。）

本基金に対する
　お問い合わせは



　高知大学医学部附属病院は県内で唯一の医学部を持つ病院として、学生を教育し、医師の育成を行い、また
高度医療を提供するために研究や医療技術の開発などを行う特定機能病院です。若い医師・看護師や医学生・
看護学生の初期教育を行いながらも、特定機能病院として優れた臨床研究をベースにした高度で先進的な医療
を行い、高知県全域の地域医療へ大きく貢献することを使命として活動を続けています。

１. 地域ニーズに密着した医療を行い、
　  専門性を有する質の高い医療サービスの提供
　　ア）県内の医療機関・施設への医療技術・医療情報の提供
　　イ）県内の医療機関・施設との人的交流
　　ウ）疾患に対する情報の収集及び情報の発信
　　エ）患者さんやご家族のための療養環境改善

２. 地域医療人の生涯学習を支援すると共に、
　  地域住民の健康増進の啓発を行う
　　ア）地域の医療人（医師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、
　　　　理学療法士、管理栄養士、看護師等）に対する生涯学習の支援
　　イ）地域住民に対する医療研修（健康教室、救急処置研修等）の支援

３. 先端医療の開発推進
　　ア）遺伝子治療
　　イ）再生医療
　　ウ）遠隔医療
　　エ）その他の先端医療の開発

４. 人間性豊かな医療人の育成
　　ア）国内での研修会出席の支援
　　イ）外国の医療機関への研修支援
　　ウ）院内で開催される講演会の支援
　　エ）その他医療人育成のための支援

５. その他の附属病院の運営支援

基本理念・基本方針は高知医科大学が
産声を上げた時に示された建学の精神

「敬天愛人」を踏襲するものでもあります。

＊高度な医療を提供し、
　高い見識を持った医療人を育成する
＊先進医療を推進し、医療の革新に挑戦する

基本理念

＊安心、安全に配慮した高度な医療を提供する
＊先進医療を推進し、医療の発展に貢献する
＊深い人間愛と確かなスキルを備え、地域医療を支える医療人を育成する

基本方針

事業内容
高知大学医学部附属病院支援基金で運営される主な事業は次の通りです。

　このような活動を継続的かつ安定的に展開していくために、「高知大学医学部附属病院
支援基金」を設けています。この支援基金は基本理念実現に向けて、事業内容に掲げる
活動を実行します。諸外国ではこのような寄附金（donation）が公的な病院の財政基盤
の充実・強化に充てられ、安定した運営につながっています。
　何卒、この趣旨にご賛同いただきまして、格段のご理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。

高知大学医学部附属病院長　


